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第53回 技術情報検討会 

議事録 

 

１．日時 

 令和４年５月２６日（木）９：３０～１１：５１ 

 

２．場所 

 原子力規制委員会 １３階Ａ会議室 （TV会議システムを利用） 

 

３．出席者 

 原子力規制委員会 

  山中 伸介   原子力規制委員 

  石渡 明    原子力規制委員 

 原子力規制庁 

  櫻田 道夫   原子力規制技監 

  市村 知也   原子力規制部長 

  金子 修一   長官官房 緊急事態対策監 

  森下 泰    長官官房 審議官 

  小野 祐二   長官官房 審議官 

  佐藤 暁    長官官房 核物質・放射線総括審議官 

  永瀬 文久   長官官房 技術基盤グループ 規制基盤技術総括官 

  川内 英史   長官官房 技術基盤グループ 安全技術管理官（地震・津波担当） 

  安池 由幸   長官官房 技術基盤グループ 地震・津波研究部門 専門職 

  杉野 英治   長官官房 技術基盤グループ 地震・津波研究部門 統括技術研究

調査官 

  呉 長江    長官官房 技術基盤グループ 地震・津波研究部門 政策研究官 

  宮脇 昌弘   長官官房 技術基盤グループ 地震・津波研究部門 技術研究調査

官 

  山下 啓    長官官房 技術基盤グループ 地震・津波研究部門 技術研究調査

官 
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  舟山 京子   長官官房 技術基盤グループ 安全技術管理官（シビアアクシデン

ト担当） 

  萩沼 真之   長官官房 技術基盤グループ 安全技術管理官（放射線・廃棄物担

当） 

  田口 清貴   長官官房 技術基盤グループ 安全技術管理官（システム安全担当） 

  田口 達也   原子力規制部 審査グループ 安全規制管理官（実用炉審査担当） 

  志間 正和   原子力規制部 審査グループ 安全規制管理官（研究炉等審査担当） 

  長谷川 清光  原子力規制部 審査グループ 安全規制管理官（核燃料施設審査担

当） 

  内藤 浩行   原子力規制部 審査グループ 安全規制管理官（地震・津波審査担

当） 

  武山 松次   原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官（実用炉監視担当） 

  本橋 隆行   原子力規制部 検査グループ 検査監督総括課 企画調査官 

  杉本 孝信   原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官（専門検査担当） 

  大向 繁勝   原子力規制部 検査グループ 安全規制管理官（核燃料施設等監視担

当） 

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

  西山 裕孝   安全研究・防災支援部門 安全研究センター センター長 

  天谷 政樹   安全研究・防災支援部門 規制・国際情報分析室長 

 事務局 

  遠山 眞    長官官房 技術基盤グループ 技術基盤課長 

  佐々木 晴子  長官官房 技術基盤グループ 技術基盤課 企画調整官 

  片岡 一芳   長官官房 技術基盤グループ 技術基盤課 専門職 

 

４．議題 

  （１）安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見 

    １）自然ハザードに関するもの 

     ①最新知見のスクリーニング状況 

     （説明者）川内 英史 技術基盤グループ安全技術管理官（地震・津波担当） 

    ２）高分解能な３次元地震波速度構造解析による姶良カルデラ下のイメージング
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について（案） 

     （説明者）安池 由幸 技術基盤グループ地震・津波研究部門専門職 

  （２）国内外の原子炉施設の事故・トラブル情報 

    １）スクリーニングと要対応技術情報の状況について（案） 

    ２）２次スクリーニングの検討状況（案） 

    ３）規制対応する準備を進めている情報（要対応技術情報）リスト（案） 

    ４）１次スクリーニング結果（案） 

    ５）原子力発電所における蓄電池の劣化に関する国際調査結果（案） 

     （説明者）片岡 一芳 技術基盤グループ技術基盤課原子力規制専門職（調査 

                ・評価） 

 

５．配布資料 

 議題（１） 

  資料５３－１－１   最新知見のスクリーニング状況（自然ハザード）（案） 

  資料５３－１－２   高分解能な３次元地震波速度構造解析による姶良カルデラ下

のイメージングについて（案） 

 議題（２） 

  資料５３－２－１   スクリーニングと要対応技術情報の状況について（案） 

  資料５３－２－２   ２次スクリーニング検討状況（案） 

  資料５３－２－３   規制対応する準備を進めている情報（要対応技術情報）リス

ト（案） 

  資料５３－２－４   １次スクリーニング結果（案） 

  資料５３－２－５   原子力発電所における蓄電池の劣化に関する国際調査結果

（案） 

 

６．議事録 

○遠山課長 定刻になりましたので、ただ今から第53回技術情報検討会を開催いたします。 

 技術基盤課長の遠山が議事進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 本日の技術情報検討会ですが、新型コロナウイルス感染症対策のため、テレビ会議シス

テムを用いて実施しております。 
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 配布資料については、議事次第に記載されている資料の一覧で御確認をお願いします。 

 注意事項ですが、マイクについては、発言中以外はミュートにする。発言を希望する際

には大きく手を挙げて、マイクに近付いていただきます。音声が不明瞭な場合には相互に

指摘をするなど、円滑な議事運営に御協力をお願いします。発言をする際には、お名前を

名乗ってから発言するようにしてください。また、資料説明の際には、資料番号やページ

番号も併せて発言していただくよう、お願いいたします。 

 それでは、議題に移ります。 

 まず最初に、議題1番、安全研究及び学術的な調査・研究から得られる最新知見です。

自然ハザードに関するもので、この最新知見のスクリーニング状況につきまして、全部で

6件ありますけれども、そのうちの5件を、まず、川内安全技術管理官からお願いします。 

○川内安全技術管理官 地震・津波担当安全技術管理官の川内です。 

 では、3ページ目の資料53-1-1を用いまして、最新知見のスクリーニング状況の概要の

うち地震ハザードに関するものについて御説明いたします。 

 一覧表を示しておりますが、最初の3件が地震本部が公開した知見になっております。

下から二つ目の姶良カルデラの知見につきましては、スクリーニングの結果を「技術情報

検討会に情報提供・共有する」のⅲ)というふうに分類しておりますので、後ほど資料53-

1-2を用いて説明したいと思います。 

 資料の4ページをお願いします。最初の知見ですが、これは地震本部がウェブで公開し

た情報となっております。タイトルが「2016年熊本地震（Mj7.3）の観測記録に基づく強

震動評価手法の検証について（中間報告）」となっております。 

 これにつきましては、地震本部の強震動評価部会におきまして、強震動予測手法、ここ

ではレシピと呼んでおりますが、これの検証を実施しております。平成28年の熊本地震で

地表に現れました断層長さは約34kmでございましたが、従来の評価におきましては24kmの

震源断層を考慮しておりまして、この評価結果と比べますと、今回観測された値につきま

して、この24kmの評価は過小評価となっております。 

 以上を踏まえまして、「本報告は～」という所ですが、地震本部でレシピの更なる改善

に資するためということで、その4行下ですが、特に、断層極近傍の地震動再現性を向上

させるため、地震発生層より浅い領域、浅部領域と呼びますが、ここへ拡張した震源モデ

ルを2通り検討しております。 

 このモデルの概要につきまして、通しの6ページをお願いします。ここに左側が拡張モ
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デルS1、右がS2ということで示しておりますが、左のモデルにつきましては、地震発生層

上端に浅部領域とありますが、ここを背景領域とみなし、浅部領域を含めた断層全体にス

ケーリング則などを適用して、震源断層パラメータを設定したモデルとなっております。

この場合は、震源断層面積は浅い部分を含めることから、現行よりも大きく評価されるこ

とになります。 

 一方、右のS2のモデルのほうは、浅部領域を含めずにスケーリング則などを適用して震

源断層パラメータを設定し、浅部領域については背景領域と同じパラメータを与えたモデ

ルとなっておりまして、断層モデルは現行と同じ面積を考えているということです。 

 5ページの情報の概要の一番下のパラグラフですが、本報告では、震源極近傍の地震動

評価における課題をまとめております。今般の検証は、熊本地震の事例解析である点を考

慮し、標準的な強震動予測手法としての妥当性については改めて検証する必要があるとし

ております。 

 本件のスクリーニングにつきまして、4ページをお願いします。4ページの1次スクリー

ニングの対応の方向性としましては、分類をⅳ)として、継続して情報収集を行うという

ふうに分類しています。 

 その理由としましては、二つ目のポツですが、規則の解釈及び基準地震動に関する審査

ガイドにおきましては、この震源極近傍の地震動評価を行う際に、断層全体を考慮するこ

ととしておりまして、次のポツの下の部分ですが、以上のことから、これらガイドに反映

する事項はないというふうに考えました。下から二つ目のポツですが、当該情報は、基準

地震動の策定に関する情報であるため、地震・津波審査部門と共有しております。 

 次のページに行きまして、この地震動評価のレシピに関係する知見になっておりますが、

今回は未だ、標準的手法としてまとめられていない中間報告という状況ですので、引き続

き今後の地震本部の評価結果をフォローし、情報収集を行っていくというふうに整理いた

しました。 

 次の知見は7ページをお願いします。情報の概要欄ですが、本件も地震本部がウェブで

公表したものになっておりまして、タイトルが「日本海南西部の海域活断層の長期評価

（第一版）」となっております。 

 これにつきましては9ページ目をお願いします。ここに地震本部が整理しましたポイン

トについて掲載しております。今回の対象は、右側の地図に示します日本海の島根県から

西側の対馬海峡にかけての範囲となっております。 
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 上の枠部分ですが、海域を対象とした活断層の長期評価を初めて実施したということ。

二つ目が、海域活断層を認定し、長さ20km以上の海域活断層を評価。三つ目が、今後30年

以内にM7.0以上の地震が発生する確率を地域で評価というふうになっております。 

 左側の2.に陸域の活断層の長期評価との違いを示しております。一つ目ですが、海域で

あることを考慮し、M7.0以上の地震の発生確率を評価したとしております。括弧にありま

すように、陸域ではM6.8以上を評価しているということです。 

 次に、海域ですので、データが限られ、活動履歴がほとんど分かっていないということ

から、推定値も含めて確率評価を行ったとしています。 

 3.の評価手法ですが、①が反射法地震探査によりまして断層の位置、長さ、形状等を推

定したということ。②が地震の発震機構から推定したすべりの方向を用いて、平均変位速

度を計算し、平均活動間隔を算出したと。三つ目に、ポアソン過程に基づいて、今後30年

以内にM7.0以上の地震が発生する確率を評価したとしています。 

 右側の4.のところに結果を示しておりますが、ここでは先ほど説明しましたように、一

つ一つの断層の確率を評価したわけではなく、地図に示されています東部、中部、西部と

いうふうに区分を分けまして、それらの領域で、ここにあります3－7％、3－6％もしくは

1－3％という結果が示されたという知見でございます。 

 これにつきましては、前の8ページの概要の下の所ですが、以上説明した以外の特徴と

しまして、以下が挙げられるということで、一つ目が、今回は、約530万年以降に形成さ

れた地層に5－10m以上の変位・変形を与えているものを活断層と認定したということ。こ

のため、今の規制基準で考慮しています12－13万年より前に活動した断層も活断層として

認定しているものがあるという情報になっております。 

 その前の7ページをお願いします。1次スクリーニングの対応の方向性としては、終了案

件のⅵ)と整理いたしました。その理由としましては、二つ目のポツの、現行規制基準で

は、当該情報で対象としました地震発生様式や評価領域を考慮することを求めております

ので、現行の規制基準に反映する事項はないと考えております。 

 次のポツで、当該情報につきましては、島根及び玄海発電所の基準地震動及び基準津波

の設定に関する情報でありますので、これまでに事業者が提示していない新たな海底活断

層も示されていることから、当該情報については審査部門と共有しております。 

 以上により、当該情報は終了案件と整理いたしますが、引き続き、地震本部の調査結果

についてフォローしていくというふうに整理いたしました。 
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 次は、10ページをお願いします。これは地震本部の三つ目の公表案件で、タイトルが

「日向灘及び南西諸島海溝周辺の地震活動の長期評価（第二版）」というものです。地震

本部は、海溝型地震の長期評価をこれまで行ってきておりまして、前回は平成16年に公表

しておりまして、今回はそれの改訂を行ったというものです。 

 この評価のポイントとしましては、次の12ページをお願いします。ここに先ほどと同じ

ように、地震本部が示していますポンチ絵を示しています。1.の海溝型地震の長期評価と

ありますが、今回は三つ目のポツにあります海溝型地震とはということで、右上の絵に示

されておりますプレート間地震とプレート内地震が対象となっております。 

 2.のところに地図が示されておりますが、対象範囲はこの地図にあります日向灘から南

西諸島周辺にかけての領域となっています。ポイントの一つ目のポツで、最新の知見を踏

まえて地震を再評価したということ。あと、不確実性を踏まえ、現在の科学的知見を考慮

した評価としたということです。 

 右の3.に評価結果が表で示されておりまして、そこでは評価対象地震、規模、本評価の

結果が赤枠で囲まれていまして、初版の結果が参考として示されています。記載はござい

ませんが、ポアソン過程により次の地震の発生確率を評価したということと、表中のXと

いうランクが示されておりますが、これは地震の発生履歴が0回、または1回のため、次の

地震の発生確率を不明としたものというふうに示されています。 

 ここの評価対象地震の日向灘の巨大地震、中ほどの南西諸島周辺及び与那国島周辺の巨

大地震、こういったところがM8程度というふうに、対象とはなっておりますが、結果とし

ては頻度が示されなかったというふうな整理となってございます。 

 左下の4.評価のポイントの二つ目のポツですが、1771年八重山地震津波と同規模以上の

津波が複数回発生したことを踏まえということで、これにつきましては、右の表の一番下

に記載がございますが、津波M8.5程度ということを評価対象とはしておりますが、本評価

の結果は－となっております。それは、津波発生源の地震動が明らかではないため、この

発生確率は評価せずに、津波マグニチュードを用いた規模8.5程度と評価したというふう

に示されています。 

 一番下のポツで、複数の領域においてマグニチュード(M)7程度の地震が発生する確率は

最も高いⅢランクに分類されております。右の凡例で26％となっておりますが、具体的に

は40～90％というふうな評価結果となっております。 

 本件につきます改訂のスクリーニングの結果ですが、10ページをお願いします。ここで
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対応の方向性はⅵ)の終了案件としております。 

 理由欄の二つ目ですが、現行規制基準では、当該情報で対象とした地震発生様式及び評

価領域を考慮することを求めていることから、現行規制基準に反映する事項はないと考え

ております。二つ目のポツの4行目ですが、審査中である九州及び四国に立地する原子力

発電所等の基準地震動及び基準津波に関連し、これまでに事業者が提示していないプレー

ト内地震も示されていることから、審査部門に情報を提供・共有しております。 

 以上により終了案件としますが、引き続き地震本部の結果をフォローしていくというふ

うに整理しております。 

 続きまして、13ページをお願いします。本件は雑誌「火山」に掲載された知見となって

おりまして、論文名が「阿蘇火山，阿蘇4/3降下テフラ群の層序と噴火活動史」。サブタ

イトルが「阿蘇4火砕流噴火への準備過程」というふうになっております。著者は産総研

及び熊本大学です。 

 情報の概要欄ですが、九州中央部の阿蘇カルデラにおきまして、阿蘇4/3というのは括

弧で示していますように、約13万年前に発生した巨大噴火である阿蘇3噴火から約9万年前

に発生した巨大噴火である阿蘇4噴火までの期間を示しています。ここで、堆積物調査の

結果を取りまとめたものとされています。 

 当該情報の新規性としましては、少し下に番号を振っておりますが、①野外調査の結果

から阿蘇4/3噴出物を新たに37サイクルに区分。②等層厚線図を作成し、噴出量を算出。

③各サイクル間の土壌層厚から噴火休止期間を求めることで新たに噴火年代を推定。④噴

出物全岩化学組成分析を実施とされています。一番下の行で、②と③から新たに阿蘇4/3

噴出物の階段ダイアグラムを作成しております。この階段ダイアグラムは一般的な横軸に

年代、縦軸に噴火による噴出量の積算を行ったものです。 

 その結果、阿蘇4/3では、小規模な苦鉄質噴火から始まり、阿蘇4噴火の約2万年前から

岩質が珪長質に変化。阿蘇4噴火の約1万年前からは噴出率が低下し、1回の小規模噴火の

みが発生したというふうな詳細な噴火史が明らかになったという知見でございます。 

 13ページの1次スクリーニングの結果ですが、対応の方向性はⅵ)の終了案件としており

ます。 

 理由欄ですが、本件は火山ガイドにおいて、過去に巨大噴火が発生した火山の評価につ

きましては、少し飛びまして、最後の巨大噴火以降の最大の噴火規模を想定することとさ

れています。 
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 次のポツで、当該情報は阿蘇カルデラにおいて約9万年前に発生した最後の巨大噴火に

至る過程に関する知見を取りまとめたものであるということと、次のポツ「審査において

～」の後半ですが、カルデラ噴火に至る過程の噴火は噴火規模の評価対象ではないという

ことから、よって、火山ガイドに反映する事項はなく、また、審査結果にも影響は与えな

いと考えられるため、終了案件とするというふうに整理いたしました。 

 次の15ページに示す知見は後ほど説明いたします。 

 18ページをお願いします。本情報につきましては、気象庁の津波予測技術に関する勉強

会ということで、タイトルが「フンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山の噴火により発生

した潮位変化に関する報告書」というものです。気象庁では2022年1月15日に発生しまし

たトンガの火山の噴火による潮位変化に対する情報発信における課題を踏まえまして、今

回の潮位変化がどのようなメカニズムで発生したと考えられるかの検討を行ったとしてい

ます。 

 評価のポイントは以下のとおりということで、①観測された気圧、潮位の変化につきま

しては、1月15日20時40分頃、2hPa程度の気圧変化が観測されたということ。二つ目が、

この変化から30分～1時間程度遅れて、通常の津波の伝播速度と比較して3～4時間程度早

く潮位変化が生じた。三つ目が、潮位変化の周期は概ね港湾の固有周期と一致することが

分かったというものです。 

 次のページで②番、様々な潮位変化の現象ですが、一つ目が、気圧変化のプラウドマン

共鳴等によって作られた通常の津波と同程度の周期を持つ振動を、学術分野では近年、

「気象津波」と呼ぶとされています。ここでプラウドマン共鳴は、次のページの一番下に

示しておりますが、気圧波の伝播速度が海洋波の伝播速度、これは√ghとなりますが、重

力加速度と深さ、水深の積の√になります。これに近い場合、海洋波が励起されて、増幅

するというふうにされています。 

 19ページの②の二つ目のポツですが、気圧変化が波として伝播する現象としましては、

a.音波、b.海面等との境界に捕捉されて伝播する大気境界波、ここではラム波とされてい

ます。c.として、重力を復元力とする大気重力波というものが挙げられています。 

 ③の今般の現象のメカニズムですが、日本ではラム波に伴う潮位変化が最初に発生した

と考えられるとしています。次のポツで、このプラウドマン共鳴が励起されるためには

10,000m近い水深が必要となりますが、これに満たない水深でも長く相互作用が維持され

れば、潮位変化は大きく増幅され得ると。今回の増幅効果については、今後の調査が必要
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であるとしています。次のポツで、大気重力波の到達は、観測からははっきりしないが、

大気重力波がどの程度寄与したかについては、今後詳細に分析することが必要であるとさ

れています。 

 ④で、同様の現象の発生可能性として、「噴火により発生する大気中の波動を定量的に

予測することは困難である。また、海外で観測された気圧変化量や潮位変化量から日本沿

岸での潮位変化を定量的に予測することも困難であるが、この潮位変化の発生可能性を判

断することは可能と考えられる。」としています。特に注意が必要なのは、日本列島との

間に、プラウドマン共鳴が生じやすい水深が深い太平洋が存在する火山であるというふう

にしています。 

 ⑤の今後の課題としましては、引き続き丁寧な分析と、メカニズムの全容解明が学術的

な観点からも、防災対応を推進する上でも重要であるとしています。次に、今後大規模な

噴火が発生した際に、速やかに適切な情報を国民に提供することも重要であるというふう

に、気象庁の予報の観点から整理がなされています。 

 18ページをお願いします。1次スクリーニングの対応の方向性は、ⅳ)の継続して調査を

するに分類しています。 

 理由欄の一つ目のポツの中ほどからですが、「当該情報では、そのメカニズムとして、

噴火に伴う気圧波によって励起された気象津波の可能性を検討しているが、詳細なメカニ

ズムの解明には至っていない。」 

 次のポツで、現行の規制基準では、津波の発生要因の一つとして火山現象を考慮してい

るものの、火山噴火による気象津波までは考慮しておりません。ただし、噴火規模が比較

的大きい今回の噴火、噴火の指標のVEI=5～6とされていますが、このレベルであっても気

象津波の高さは、日本では最大1.2m程度ですので、現行規制基準に及ぼす影響は小さいと

考えております。しかしながら、この火山噴火による気象津波に関する知見については十

分ではないため、発生メカニズムと津波水位の程度に着目して今後の研究動向をフォロー

していくというふうに整理しています。 

 以上により、引き続き当該知見に関する情報収集活動を行っていきますが、なおという

ことで、安全研究プロジェクトとしては、気象津波に関する研究を実施するかという観点

での判断をするための検討を開始しております。 

 私からの説明は以上です。 

○遠山課長 説明ありがとうございました。 



 

11 

 それでは、ここまでの部分で質疑に入ります。ただいまの説明を踏まえて、御質問や御

意見があればお願いいたします。 

 石渡委員、お願いします。 

○石渡委員 最初の課題ですけれども、熊本地震の情報の概要という文章で、１段落目の

後半の部分がぎくしゃくしていて、意味がよく取れないのですよね。長期評価結果に基づ

き、長さ24kmの震源断層を用いたシナリオ地震の地震動評価結果を今回の観測と比較する

と、全体的に過小評価であったというのですけど、これは文章を二つに分けたほうがいい

のではないですかね。長さ24kmの震源断層となっていた。これを用いたシナリオ地震の地

震動評価結果を今回の観測と比較すると、過小評価だったということが言いたいと思うの

ですけど、それでいいですか。 

○川内安全技術管理官 地震・津波担当の川内です。 

 御指摘のとおりでございます。ちょっと文章にめり張りをつけて、分かりやすく見直し

たいと思います。 

○石渡委員 それから、もう一つよろしいですかね。最後の気象津波の話ですけど、これ

を安全研究プロジェクトとして実施するか、検討を開始するということですが、今回の噴

火の例を見ても、日本でこのメカニズムによって起きたと考えられる津波というのは、最

大で確か1.2mぐらいでしたよね。 

 余り大きな影響を及ぼしたものではないと思うのですけれども、過去にこういう気象津

波のようなメカニズムで起きた大きな津波が来た例があるのですか、ないのですか、それ

はどうでしょう。 

○川内安全技術管理官 地震・津波担当の川内です。 

 今回の件に関連して当部門で調査したところでは、10mレベルに達するような大きなも

のは、調べた範囲ではございませんで、せいぜい1m、もしくは2m程度というふうな知見と

いうふうに認識しています。 

○石渡委員 もしそうだとすると、原子力規制に関する安全研究としてする意味が余りな

いような気がするのですけれども、これは検討を開始するのですか。 

○川内安全技術管理官 地震・津波担当、川内です。 

 これにつきましては、今、今回のような津波のメカニズムについて調査を進めています

が、火山の噴火の際の爆発の規模が源となりますので、そことのリンクがある程度考えら

れますが、そこがどの程度この気象に影響するような爆発になるかというのはやはり見え
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てこないということもあります。ですが、これまでの経験等も踏まえましても、さほど大

きくはならないということは見えてはきておりますので、そういったメカニズムについて、

ある程度認識した上で、このレベル感といいますか、やっぱり現実的に考えられるのは1m

といった規模だというところは、ある程度認識できないかなというところを検討できない

かなというふうに考えておりまして。要は、影響がないということを少しでも示せればな

というふうに考えているという状況です。 

○石渡委員 過去の発生例等を一応調べておくというのは大事かもしれませんけれども、

分かりました。そういう点が主な点だということですね。結構です。 

○遠山課長 森下審議官、お願いします。 

○森下審議官 森下です。 

 フンガ・トンガの火山について確認ですけれども、今回の火山の噴火による気象津波が

通常の津波より3～4時間早く来たというのですけれども、日本海側に警報なし津波に注意

しなければいけないサイトがありますけれども、今回の太平洋側で起きた火山噴火による

気象津波で、日本海にあるそういうサイトに対して何か影響とかあるのでしょうか。今回

の事象では関係なさそうな気もするのですけれども、確認させてください。 

○山下技術研究調査官 地震・津波研究部門の山下です。 

 日本海のほうでも今回、小さな津波といいますか、潮位変動が観測されていますが、

10cmとかそういった、極めて小さいような状況でした。そのほかにも今回、日本だけでは

なくて、世界でも観測されていまして、地中海とかカリブ海とか、そういったところでも

観測されていますが、そういったところでも数十cmぐらいの小さなものとなっておりまし

て、原子力施設に対する影響としては、今回の津波だけで考えてみますと、小さいのかな

というふうには考えております。 

○森下審議官 ありがとうございました。日本海側でも今回の火山で津波のちょっとした

変化があったということは分かりました。 

 でも、石渡委員もさっきおっしゃっていましたけれども、全体としてあの規模の噴火で

も、太平洋側でも1mぐらいの大きさのものだというのも理解しました。ありがとうござい

ます。 

○遠山課長 市村部長、お願いします。 

○市村部長 市村です。ありがとうございます。 

 まず、最初の事例について、5ページですけれども、推進本部のほうの報告で、一番最
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後のところ、レシピの妥当性を改めて検証する必要があるとしているということで、恐ら

く作業が続いていると思うのですけれども、今回の報告の中で、今後の見通しとか、タイ

ムスケジュール的なものがもし何らかあれば教えてもらいたいと思います。 

 それから、同じくその事例で、6ページに図をつけていただいておりますけれども、こ

の中で拡張モデルS2というほうは、現行のM0DeepにM0Shalを加えるという、比較的モデルと

してはシンプルなように見えるのですけれども、他方でS1というほうは、Wallを全体に拡

張してM0を改めて定義をするというふうになっています。この中で浅部領域について※１

を書いていただいているのですけれども、応力降下量は0で、短周期も設定せず、最後の

ほうを読むと、長周期の地震動のみが計算されるモデルになるというふうに書いてあって、

どういう意味があるのか、どういうモデルになっているのか把握し切れないので、もし解

説をいただければありがたいと思いました。 

 続けて気になったことだけを申し上げてしまうと、次の事例と、その次の事例で、7ペ

ージとか10ページ、11ページですけれども、これが1次スクリーニングの対応の方向性と

してはⅵ)番の終了案件ということになっていて、それはそれで結構なのですけれども、

理由のところを見ると、基準に反映することもなく、審査部門とは情報は共有してとなっ

ています。ただ、結果として今後も本部の結果をフォローしていくということになってい

て、そう思って見ると、最初の事例の4ページ、5ページ等にもほぼ同じことが書いてあっ

て、余りこだわるわけではないですけれども、終了案件と、そうではない案件の区別とい

うのをどうつけられているのかなというのがまた少し分からなくなってしまったなと、前

にも1回議論になったところですけれども、思って見ておりました。 

 それから、最後のトンガ火山の話について、もう既に話が出ているので、余りないので

すが、これは気象庁にとって、恐らく非常に重要な知見として、今後も精力的に研究が進

められていくのではないかと思いますので、御指摘があったように、別の専門家と別の研

究をするというリソースを割くというよりは、気象庁と連携をするのか、やり方はいろい

ろあるかもしれませんが、むしろそちらにしっかりリンクを張っておくというような活動

のほうが、比較的適切な対応なのかなというふうには思って見ておりました。 

 以上です。 

○呉政策研究官 地震・津波研究部門の呉です。 

 1回目の知見についての二つの質問について回答します。 

 今回は中間報告ですけど、これからの見通しについて、地震本部の担当者にも確認をし
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ていますが、具体的なスケジュールが何も決まっていないようです。この理由として、あ

る程度分かりますが、まとめ方の中で、短期間で解決できるものではないから、例えば極

近傍の地震動の観測の数が限られているから、それを短期間で解決ができないから、多分

1年、2年間で解決のような見通しがないと思います。 

 2番目の質問が、6ページの図の中で、浅い部分のほうが応力降下量を0にして、短周期

で計算しないで、長周期地震動のみを計算していますと。物理的モデルから見ると、元々

が多分地震破壊の前の理由として、例えばプレート運動によってひずみエネルギーを蓄積

して、大体が深いところで、地震が発生するところですね、地震発生層の中で大体、ひず

みエネルギーは収集して、地震のときに一気に解放して、そうすると応力降下をします。

浅い部分には、そもそもこのようなエネルギーが存在しないから、応力降下量を設定しな

いででは、なぜ地表まで破壊が伝播するのかは、下の破壊によって、破壊応力がエネルギ

ーを伝播して、浅い部分を破壊しますと、このような背景があります。 

 回答は以上です。 

○川内安全技術管理官 地震・津波担当の川内です。 

 三つ目の御質問、対応の方向性の継続案件と終了案件の理由欄が類似した表現となって

しまっている点ですが、今回、例えば4ページの今説明がありました地震動レシピ、強震

動レシピにつきましては、このレシピの検討自体が中間報告というふうになされていまし

たので、この発表された知見について継続的に、まだ続きがあるのでウオッチしていくと

いう観点で、ⅳ)というふうに整理しています。 

 一方、地震本部の長期評価につきましては、今回対象となった地域については、単発的

な公表ですので、終了案件と取りあえずしておりますが、この地震本部はその他の長期評

価、例えば日本海溝ですとか、千島海溝といったところは定期的に見直しがなされている

ので、そういった意味で、当該知見については終了案件としますが、地震本部のそういっ

た評価の結果についてはウオッチしていく必要があるというふうな記載ですが、余り書き

分けがうまくいっていませんので、今後少し明確に表現できるように少し工夫したいと思

います。 

 四つ目のトンガの気象津波につきましては、調べた範囲では、津波の高さ1m程度と分か

ってきましたが、最大でどの程度になりそうかは、少し押さえられないかなという観点で

見る必要がないかというふうに考えておりましたが、そういったところが見えるか、見え

るような検討までできるかどうかというところを含めまして、今、研究としてするべきか、
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それとも、ほかの専門家の知見を収集して、それに基づいて整理を行えばいいのかといっ

たところの判断をしようとしているということから、そういった判断、研究を実施するか

の判断のための検討を開始したというふうに現時点では整理しているという状況です。 

 説明は以上になります。 

○市村部長 ありがとうございました。いずれについても状況、事情は理解しました。あ

りがとうございます。 

○遠山課長 そのほか、何かございますでしょうか。 

 技監、お願いします。 

○櫻田技監 規制技監の櫻田です。 

 一つずついきたいと思うのですけれども、最初の案件ですが、情報の概要という所を見

ていくと、通しの5ページの一番下の所ですけど、本報告では断層極近傍の地震動評価に

おいて、物理や手法等に関する課題をまとめているということになっていて、標準的な手

法としての妥当性については改めて検証する必要があるとはしているのですけれども、や

はり課題はあるよねということが示されているわけですね。 

 したがって、ここで書かれていることを、皆さんもこの手法でしましょうというような

意味合いの取扱いをする必要は多分ないと思うのですが、一方で、こういう手法でしてみ

ると、こんな結果になりますよみたいなことは示されているわけで、我々の審査において、

こういうモデルでしてみたらというようなことを審査の中で事業者に求めたり、示唆した

りするようなことまで必要があるのかどうかというところが分からないのですけれども。 

 二つの意味で分からなくて、まず、極近傍の地震動評価においてという限定がかかって

いるので、今、我々が使っているサイトで、こういう評価をしなければいけない所がない

とすると、多分関係ないと思うのですけれども、少し怪しい所があるとすると、審査中の

ものであれば審査の中で取り扱うということになるのかもしれないし、審査が終わってい

るものであれば、極端な話を言うと、評価し直しを求めるみたいなことも想像はされるの

で、そういう検討すらしなくていいということなのかを知りたいのですけれども。これは、

この情報を見た審査部門としては、どういう感触を持っているのでしょうかという問いか

けだと思って答えていただければというふうに思うのですが。 

○内藤安全規制管理官 地震・津波審査担当の内藤ですけれども、マイクは聞こえていま

すでしょうか。 

○遠山課長 はい。聞こえています。 
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○内藤安全規制管理官 この地震本部の検討が、そもそも2016年の熊本地震の観測記録に、

極近傍のものが大きかったというのがあるのですけれども、それを現行の手法ではきちん

と再現できていないというところがあって、そこの部分については、どういう形でするべ

きなのか検討を始めております。ですので、既存のところについては、もう既に地震動評

価行ったサイトがたくさんありますけれども、それは極近傍ではないという判断をしてい

るところでして、今回のものでも、新たな再計算なりを求めるということの対象にはなら

ないというふうに考えています。 

 ですので、今後の審査として、断層との距離が近い極近傍に当たるようなものについて

は、どうするのか考えていかなければいけないということになります。地震本部のほうで

も、今回拡張モデル二つ出していますけれども、これについては、まだ合いがよくないと、

実際の観測記録と合わないという形の評価をしていますので、現状でどういう形でするべ

きなのかということについての標準的なものはないというふうな認識でおります。 

○櫻田技監 ありがとうございました。そもそも極近傍に当たるようなものが、既に審査

終わったものの中にはなかったからと、そういうことですよね。 

 続いて、2番目と3番目の事例なのですけれども、これも1次スクリーニングのところに

書いてあることですが、この地震本部の評価によると、今まで事業者が示していなかった

断層も示されているので、審査部門に情報を共有したということで、この基盤グループの

紙としては終わっているのだけれども、技術情報検討会としては、それを受けた審査部門

として、これを受け取って何か検討するということが必要になるのかならないのかという

ことは、判断しなければいけないのだと思うのですけれども。 

 つまり、この情報は、基盤グループとしては、引き続き地震本部の動きはフォローする

というところでしか終わっていなくて、規制対応をする必要があるかどうかというところ

の判断をしなければいけないのですけれども。この部分について、審査部門では何か考え

はありますか。 

○内藤安全規制管理官 地震・津波審査担当、内藤ですけれども、二つ目の南西部のほう

については、対象となる発電所としては、玄海と島根という二つのサイトが直接関係する

のですけれども。ここのシートにも書いてありますように、今回の活断層の判定が鮮新世

の地層で判断しているというところもあって、我々の基準でいう12～13万年ということと

かなり乖離がありますので、直接使えるのかというところでは、直接には使えないという

ふうに考えております。審査の中では、断層の端部につきましては、複数の測線で審査の
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中できちんと確認をしていますので、問題はないというふうには思っています。 

 あとは、新たに示された断層というのがございますけれども、これもサイトからかなり

距離のあるところですので、マグニチュードと距離との関係でいえば、今選定しているSs

（基準地震動）の断層と規模感でいって明らかに小さいものになりますので、影響はない

というふうには判断をしています。 

 ただ実際に、まだどちらも特重とかの審査をしておりますので、事業者の判断としてど

ういうことを考えているのかについては、きちんと公開の場で事業者にも聞いた上で最終

的な判断をしたいというふうに思っております。 

○櫻田技監 ありがとうございました。今のお話を聞いていて、あれと思ったのですけど、

今度は基盤グループに対する質問なのですけど、通しの8ページのところで、今、内藤安

全規制管理官からも話ありましたけど、断層が530万年前以降に形成された地層に5－10m

以上の変位・変形を与えているものも活断層と認定しているという話があって、我々の考

え方とは違うところを、我々の基準の中に取り入れる必要があるのかないのかというとこ

ろについての質問が一つと。 

 それから、ファクトですけれども、事業者が示していない活断層も示されているという

話と、定義が違うという話は、やはりリンクしているのでしょうか。要するに、事業者が

示していないものを今回示しているのだけれども、その中に規制基準で活断層と考えなけ

ればいけないものが含まれているとか。言っていること分かりますかね。我々の基準で考

えても確かに活断層になるものが、事業者が見落としていたということなのか、新たに示

されているものがあるというのは全て定義の違いによるものなのか、どちらなのでしょう

かというのが質問です。二つあります。お願いします。 

○宮脇技術研究調査官 技術研究調査官の宮脇です。 

 まず、最初の質問は、鮮新統以降に形成された断層を考慮する必要があるかどうかとい

うことですよね。新規制基準というのは、12～13万年以降を評価すると。上載層がない場

合は、中期更新世まで遡って評価するということになっています。これも鮮新統まで遡っ

て評価するかということには、基準ではなっていないわけですね。ただし、上載層が全く

ないような場合にどうするかというところで、安全側に評価するかどうかは、審査の中で

決めていく必要があるかと思います。 

 それと、二つ目の質問ですけども、例えば、抜け落ちがないかということですよね。鮮

新統の地層は切っているのだけども、後期更新世の地層は切っていないものもあるかもし
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れないですよね。そういうものは、こちらの基準では評価しないことになっております。

そこのところは、この資料では分からないものですから、事業者と面談して、どうなのか

というのは今後調べていくということになるかと思います。 

 以上です。 

○櫻田技監 ありがとうございました。二つ目の話は分かりました。はっきりしないとい

うことですね、この公表の形では。 

○宮脇技術研究調査官 はい。 

○櫻田技監 一つ目の話は活断層の定義の問題で、規制上、考えなければいけないものは

どういうことかということに尽きるような気がしているのですけれども、一方で、長期評

価でこういう定義を与えていることには、何か理由があるのかもしれないので、そこは地

震本部の考え方と我々の考え方が一緒でなければいけないということもありません。ただ、

違うのなら、何で違うのだということは説明しなければいけないと思うので、そこは、こ

の場でなくてもいいのですけども、頭の整理はしておく必要があるかなというふうに思い

ました。 

 以上です。承知しました。 

○宮脇技術研究調査官 恐らく、このように長期評価で鮮新統の地層まで遡って評価した

経緯というのは、四紀層が余り分布しないところが多いということだと思うのですね。そ

れで古い地層まで遡って行ったということだと思います。 

○櫻田技監 ありがとうございました。 

○遠山課長 よろしいでしょうか、技監。 

 そのほか、何か。 

 山中委員、お願いします。 

○山中委員 よろしいでしょうか。熊本の地震の話を、この審査で何か影響が出るのかな

という、技監と同じような問題意識を持っていたのですけど。今の御説明だと、現時点で

は、審査に直接影響するようなことはないというお答えだったと思うのですけど、そうい

う理解でよろしいでしょうか。 

○遠山課長 内藤安全規制管理官、お願いします。 

○内藤安全規制管理官 地震・津波審査担当の内藤ですけれども、現状では、極近傍に当

たる地震動評価を、複数の評価を行うというのを今審査しているものの中では、直接審査

しているものがありませんので、現状の審査には影響はないというふうに考えています。 
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○山中委員 ちなみに、この極近傍というのは、距離的にどういう距離感になるのですか

ね。 

○内藤安全規制管理官 地震・津波審査担当の内藤ですけれども、概略としては、大体、

地表で1kmぐらい。あとは、断層の形状でサイトから逃げていくものとか、強震動発生す

る場所がどこなのかという形で、若干、地震動評価上の距離は離れているものがあります

ので、そちらのほうをチェックする必要はありますけれども、大体1kmぐらいになってく

ると当てはまってくるかについて検討の対象になっていくというふうに考えていただけれ

ばと思います。 

○山中委員 ありがとうございます。 

 当面、影響を考えないといけないようなことは、審査上はないという、そういうことは

理解できました。 

 これは中間評価で、まだ固まっていない状態ですけど、将来的にも特段大きな影響はな

いというふうに考えていいのか、審査上も考えないといけないようなことが出てくる可能

性があるのか、その辺りはどうですかね。 

○内藤安全規制管理官 地震・津波審査担当、内藤ですけれども、既に考えなければいけ

ないサイトとしては敦賀については、断層が耐震施設から200mぐらいしか離れていません

ので、ここはもう考えていかなければいけないという形で、審査の中でも一度、事業者で

議論していますけれども、事業者も同じような考え方をもってきましたけれども、本当に

これで十分な地震動なのかということについて、紐付けがない中でどう判断するのだとい

うことで、今ストップしているという状況であります。 

 もう一つあるのは、近い断層としては、今後、審査していかなければいけない志賀につ

いても、比較的近いところになりますけども、ここは今、断層の調査をきちんと事業者が

していますので、その中でどこに強震動の発生する位置が来るのかを見極めた上で判断を

していく必要があるというふうに考えています。 

○山中委員 ありがとうございます。 

 少し長期的に見たら、そういう影響の出そうなところもあるかもしれないというのは分

かりました。ありがとうございました。 

 私からは以上です。 

○遠山課長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、続いて、「高分解能な3次元地震波速度構造解析による姶良カルデラ下のイ
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メージングについて」という項目についての説明を安池専門職からお願いいたします。 

○安池専門職 それでは、地震・津波研究部門の安池です。 

 今、遠山課長のほうからありました「高分解能な3次元速度構造解析による姶良カルデ

ラ下のイメージングについて」ということで、お手元の資料では21ページ、資料の53－1

－2です。ホームページを御覧の方は、個別資料の1ページ目からを御覧ください。 

 まず、背景ですけれども、安全研究プロジェクトでこの研究を行っておりまして、安全

研究プロジェクトとしては、大規模噴火プロセス等の知見の蓄積に係る研究ということで、

令和元年から5年までの予定で研究を進めております。このプロジェクトでは、過去に巨

大噴火を起こした火山を対象として、巨大噴火に至るまでの準備・開始プロセスに関する

知見、これは、要するに過去の噴火の知見です。それから、現在の火山性地殻変動と、そ

れから地下構造及びマグマ活動に関するデータの蓄積を行っております。本知見は、後者

の方の研究で得られた知見でございます。 

 発表された論文は、日本火山学会の学会誌でございます火山という雑誌で、九州南部の

鹿児島湾に位置します姶良カルデラ周辺を対象とした3次元地震波トモグラフィー解析に

関する論文でございます。論文を発表したのは、一番最後にありますが、委託先である国

立大学法人京都大学が取りまとめたものになってございます。 

 2.の本論文の概要と得られた知見について、御説明させていただきます。この地震波速

度構造解析ですが、いわゆる地震波を地震計で捉えるわけですけれども、地下の地震波が

通ってくるところに何らかの地震波を減衰する領域、例えば地殻の軟らかいもの、あるい

は流体みたいなものを通ってくると地震波が減衰するわけですけども、この減衰するメカ

ニズムを使って地下構造解析しているものでございます。 

 最初のポツですけれども、海没した姶良カルデラにおいて、深部の構造の解明に適して

いる自然地震波、それから、浅部の構造の解明に適している人工地震、この二つの走時デ

ータを組み合わせて3次元地震波トモグラフィー解析を行って、次のページに行きまして、

既往研究よりも高分解能で深さ15kmまでの地震波速度構造を推定しております。 

 インバージョンの結果ですが、深さ15kmでは姶良カルデラ中央部にP波と、それからS波、

この両方の低速度領域が確認されております。著者らは、このS波速度が周辺域よりも

30％低下した領域をしきい値といたしまして、当該低速度領域を定量的に評価しておりま

す。定量的には体積を求めたことになります。深さ15km以浅でしきい値を2.45km/sとした

場合、255km3の低速度領域が推定されています。また、さらに絞って2km/sまで減衰した
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領域となると139km3と推定をしてございます。また、S波の速度が2km/s以下の領域の最上

部が深さ12kmに達しています。 

 論文では、姶良カルデラ周辺で観測されている地盤変動の圧力源が推定されているわけ

ですけども、地盤変動が観測されていること、それから、圧力源と低速度領域が近接して

いること、また、近くで桜島火山が噴火活動を繰り返しているわけですけれども、この火

山活動と、それから地盤変動が関連しているということから、この低速度領域は、マグマ

の存在を示唆するとしてございます。 

 加えて論文では、Taylor and Singhというモデルを用いまして、低速度領域におけるメ

ルトの割合を推定してございます。その結果、7％と見積もられ、この割合を先ほどの低

速度領域の体積に掛け合わせますと、15kmより浅部の部分ですけれども、メルトの体積が

10～18km3を占めると推定してございます。 

 以上が知見の概要になってございます。 

 今後の対応ですが、当然、今まだ研究を続けているわけですけれども、現時点で姶良カ

ルデラの地下構造の描像が既往の知見よりも詳細に明らかになった事例であると。既往の

研究では、例えばこの領域ですと、南九州や、あるいは東北のほうでは、東北全体といっ

た非常に広域な領域についての地下構造の解析が行われているのですが、こういった姶良

カルデラというふうに限定した形で地下構造の描像を明らかにしたのは、この事例が初め

てであると考えています。 

 現行の火山ガイドでは、原子力発電所に影響を及ぼす過去の可能性評価において、過去

の火山活動の履歴とともに、必要に応じて地球物理、それから地球科学的な調査を行うこ

とで、現在の火山活動の状況も併せて評価することとされています。 

 本論文は、この後者の地球物理学的調査のうち、地震波速度構造に関する検討に資する

成果に該当いたします。今後、他のカルデラの地下構造調査の事例等が報告されれば、こ

れらとともに、本論文の調査事例を現行の火山ガイドにおける解説として追記する等を検

討するということでございます。 

 また、日本にある多くのカルデラ火山は、陥没地形に広範囲に水が入っていて、水没あ

るいは海没している状態でございますので、現時点では、陸域のみの観測で15kmという深

さから下の部分は、まだ十分見えていませんが、15kmまでの深さの地下構造が得られると

いうことが分かりましたので、事業者に対して周知することとしたいというふうに考えて

ございます。 
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 説明は以上です。 

○遠山課長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまの説明に関しまして、御質問や御意見があればお願いします。 

 森下審議官、お願いします。 

○森下審議官 森下です。 

 安池専門職、説明ありがとうございました。すみません。素人的な質問なのですけども、

この火山ガイドに地下構造の研究成果が書かれたら、具体的に規制にどう使われるかなの

ですけど、現在の火山活動の評価へどういうふうにこの知見が使われるようになるのか、

イメージを持たせていただければと思います。 

○安池専門職 今のガイドでは、あくまで一般論的な記載になってございますので、こう

いった地球物理や地球科学的な調査も実際に行っているわけですけど、こういった安全研

究で得られた調査結果を解説等で具体的に事例を記載するという程度でございまして、こ

ういった具体的な調査事例ということで解説として記載するというレベルでございます。

特段、例えば調査方法を変えるといったことではないというふうに考えてございます。 

○森下審議官 ありがとうございました。事業者が現在の火山活動の評価をいろいろな手

法でするのですけども、そのときにこういう情報も使って、自分の評価にさらに確証を持

つ等の使われ方をするのかなとイメージしました。ありがとうございます。 

○遠山課長 そのほか、いかがでしょうか。 

 石渡委員、お願いします。 

○石渡委員 今のお話にもあったのですけど、桜島という火山がしょっちゅう噴火をして

いるわけですね。それで、ポツの三つ目、最後から二つ目のポツで、地盤変動と桜島の噴

火活動は関連していることから、当該低速度領域はマグマの存在を示唆しているだろうと

いうことなのですけれども。ここで明らかになった、マグマがあるだろうという地下の

12km、15kmという、そういう場所と桜島を結ぶようなマグマの通り道は、観測に引っかか

ったのですか。それとも全然それは出ていないのですか、どっちですか。 

○安池専門職 今、石渡委員がおっしゃられたことは皆さん考えられていることで、具体

的には、大正噴火のときに広域な地殻変動で広域な地盤沈下が観測されたということで、

恐らく桜島の火山のいわゆるマグマリザーバーみたいな形ではないかというふうなことは

推定されています。またほかにも桜島の火山活動と連動するような報告も幾つかございま

すので、具体的にどういうふうにつながっているかは、まだ解明はされていませんが、恐
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らく何らかの関連はあるだろうということは、皆さん考えています。 

 御指摘の、例えば今言ったダイク（岩脈）なりなんなりでマグマが桜島のほうに行って

いる、つながっているのではないかということは皆さん考えているのですが、実際には、

今の速度構造の解析でそういった領域が見えたということではないです。恐らく高分解能

といっても、グリッドが5kmですので、実際のマグマの通り道というのは、もっと細い、

あるいは薄い領域となると思いますので、地震波の解析だけではそういうものを見いだす

ことは難しいかなというふうに考えられます。 

○石渡委員 どうもありがとうございます。では、一番浅いというその12kmまで上ってき

ているという場所は、平面的にいうとどこの下辺りなのですか。カルデラのど真ん中なの

ですか。 

○安池専門職 論文の図を掲載していなくて詳細なところは説明しづらいのですけども。

真ん中からやや西側に寄った、桜島と薩摩半島が一番近付く、大崎の鼻という所があるの

ですけども、そこのやや東側の部分が圧力源だというふうに言われています。ただ、圧力

源の場所というのはいろいろな報告があって、幾つかの論文では、例えば真ん中ら辺だっ

たり、いろいろなところを示唆しているのですけれども、今回の論文では、圧力源の場所

というのは、基本的には今回の報告ではないのですが、低速度領域が比較的広く広がって

おりますので、その直上辺りにあるというふうな解釈にはなってございます。 

○石渡委員 そうですか。そうすると、姶良カルデラの中心から見ると、やや南西側にあ

るという理解でいいのですか。 

○安池専門職 そうですね。そのぐらいの位置だと思います。 

○石渡委員 分かりました。 

○遠山課長 そのほか、何かございますでしょうか。 

 技監、お願いします。 

○櫻田技監 規制技監の櫻田です。 

 今御説明のあった資料の今後の対応のところなのですけども、これはほとんど同じよう

なことがスクリーニングシートのほうにも書かれていて、スクリーニングシートのほうは、

クレジットが基盤グループとなっているので、技術基盤課に質問したいのですけど。 

 森下審議官のコメントにもあった、この論文の情報に追加して、ガイドにおける解説と

して追記することも検討するという、そこなのですけどね。こういう参考情報みたいな情

報をどのように審査官あるいは事業者に提示するかというやり方は、ガイドの中に書き込
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むというやり方ももちろんありますけど、それ以外のやり方もいろいろあるのではないか

と思っていまして。Information Noticeは、あれは違うのだと思うのですけど、NRA技術

報告とかですよ、NRA技術ノートとか、いろいろな文書の体系があるので、どういう文書

体系にするのが一番皆さんにとって使いやすくなるかも、研究していただいたほうがいい

のではないかなというふうに思います。 

 ガイドにしてしまうと、事例を追加するたびにパブコメしなければいけないみたいな話

になっていって、それはそれで、追加した情報が科学的、技術的に正しいかとか、ほかの

専門家の方々が何かお考えあれば聞きたいとかという役には立つのかもしれませんけれど

も、そこまでコストをかける必要があるのかみたいなことも多分あると思うので、これは

技術基盤グループとして、どういうふうにするのがよろしいかということはお考えいただ

くことが必要かなというふうに思いました。 

○遠山課長 技術基盤課の遠山です。 

 御指摘の件は分かりました。個人的には今回の報告だけでは、まだ知見の詳細さが十分

ではないのかなという印象を持っておりまして、引き続き関連する情報を集めないと、何

らかの形で情報を庁内で共有するにしても、少し足りないような気はしておりますが、い

ずれにしても課題については検討いたします。 

 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、次の議題2に移ります。国内外の原子力施設の事故・トラブル情報について、

片岡専門職から説明をお願いします。 

○片岡専門職 技術基盤課、片岡です。 

 では、資料53-2-1、通しページでは24ページから、国内外の原子力施設の事故・トラブ

ル情報について御報告したいと思います。 

 まず、24ページです。これは、この期間に行いましたスクリーニングの全体像です。1

次スクリーニングの対象となりましたのは72件です。そのうち1件は更新情報、以前に出

ていた情報の新しい情報が加わったものです。それから、1次スクリーニングの結果です

けども、72件のうちの4件は、2次スクリーニングということで、もう少し詳細な調査をし

たいと考えるものです。残りの68件につきましては、この時点でスクリーニングアウトと

したいと思います。もちろん新しい情報などが得られましたら、再スクリーニングするこ

とになります。現在、2次スクリーニングの対象になっているのは3件です。そのうち1件

が今回加わるもの、2件は従来から検討しておりますけれども、今回の1次スクリーニング
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で3件情報が追加されていますというものです。その下の部分は変更ございません。 

 次のページをお願いします。資料は53-2-2、ページ25です。これは2次スクリーニング

の検討状況です。1番目は、既に2次スクリーニングを調査しておりますけども、そこに変

更が加わったものです。件名は、「海外原子力発電所におけるサーマルスリーブのフラン

ジ摩耗による制御棒固着」です。これはフランスで発見されましたPWRの制御棒駆動装置

の中にありますサーマルスリーブというさや、筒のような部品があるのですけども、それ

の不良の件です。これにつきまして、下の2行に情報が追加されています。これは、同じ

ような事象がイギリスのPWRでも見つかったということです。その情報が追加されており

ます。 

 次のページの上です。タイトルは、「安全注入系で見つかった応力腐食現象」というこ

とで、これもフランスの原子力機関から報告されたもので、PWRに使われておりますステ

ンレス製の配管にSCC（応力腐食割れ）と見られる現象が見つかったということです。こ

れにつきましても、今回追加の情報がありました。一つ目がIRS9063Pというものです。後

ほど説明しますが、これはIAEAの情報システムであるIRSにASN、フランスの規制当局の情

報が追加されたということで、内容については、新しいものはありません。 

 その下はIRS9060ですけども、後ほど報告しますけども、これは米国で見つかったPWSCC

という現象の報告でございます。その情報が付け加わっております。 

 3番目は、新しく2次スクリーニングの案件として提案したいと考えているものですけど

も、これも後ほど説明いたしますので、ここでは説明を割愛いたします。 

 次のページは、資料53-2-3です。通しページ27です。これは規制対応する準備を進めて

いる情報のリストですけれども、赤字の部分、1ページの下の4行ほどが追加されている情

報ですが、実は、この情報は前回の技術情報検討会の資料で漏れていた情報でございまし

て、それを追加しただけでございますので、内容的には新しい情報は入っておりません。 

 続きまして、29ページに飛んでいただけますでしょうか。資料53-2-4です。ここから1

次スクリーニングの結果並びに興味深い事象について御報告したいと思います。 

 まず、29ページは1次スクリーニングの結果です。一番下の青い行を御覧ください。今

回、全部で72件行いましたが、そのうちの4件が2次スクリーニングに、残りのものは、そ

こにあります①～⑥の理由でスクリーニングアウトしたいと考えております。 

 続きまして、31ページに飛んでいただけますでしょうか。ここから興味深い事象につい

て御報告したいと思います。 
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 31ページ、タイトルはIRS8468です。これはIAEAのIRSという情報ですので、赤字の部分

は一般公開できません。ですので、処理結果のところを御覧ください。本件は、複数の非

常用バッテリにて、期待より早い性能劣化が見つかった技術仕様書違反の報告であるとい

うことで、実は、2017年に既に報告したものでございます。そのときは、この事象は、こ

のバッテリ（蓄電池）に固有の問題であると。また、この発電所固有の問題であるという

ことでスクリーニングアウトしました。しかしながら、今回新たな情報が得られましたの

で、この件につきましては、もう少し詳しく調べる必要があるということで、情報更新と

いうことで処理結果の下のところに書いております。OECD/NEA傘下の原子力施設安全委員

会の電源系統作業会、WGELECというものがあるのですけども、そこから直流電源系統に関

する技術報告書というものが発行される予定です。その内容につきまして、いわゆるバッ

テリの容量試験というのが大切ですよということがあり、この事象報告は、まさにその容

量試験のことが書かれていて、重要と考えますので、2次スクリーニングに進めたいと思

います。後ほど詳しい話は説明いたします。 

 続きまして、32ページです。これは、いつも行っていますスクリーニングの対象の情報

ではないのですけれども、新聞等で報道されましたので取り上げたものでございます。タ

イトルは、「ディアブロキャニオン発電所の補助給水系のNRC（米国原子力規制委員会）

監督に対する調査」というもので、OIG、米国の監察総監室の報告書になっております。

OIG、監察総監室と訳しておりますけども、これは米国の政府機関に設けられた監察組織

でありまして、手元の情報によりますと、大統領指名の24名と各政府機関の長が任命した

34名の監察総監という役職の方がおりまして、その方が属している部屋のことをOIGと呼

んでいるようです。ですから、多くの政府機関にありまして、その中の一つがNRCにある

ということのようです。 

 この報告書は、真ん中の2号機、AFW（補助給水系）漏えい事象というところに示されて

いるのですけども、いわゆるPWRの補助給水系の配管から水漏れがあったという事象を発

端にしております。その事象があったことから検査官が検査をして、いろいろな問題を指

摘したということになっております。真ん中の列に写真が載っています。上の写真がその

配管のいわゆる断熱材を剝がしたところ、水が噴出していたと。その周りで錆が出て、恐

らく錆で、腐食で穴が開いてしまっていたということです。下の写真は、その配管の断熱

材を剥がす前の状態と考えられますが、左側に茶色い染みのようなものがあります。恐ら

く、これは断熱材の中に水が漏れ出して、その中が錆びて錆汁が染み出ているというよう
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な状態が表れているのだと思います。こういう事象がありましたところ、NRCで監査をし

て、いろいろ問題を指摘したのですけども、米国において、NRCの検査が不十分だったの

ではないかという申告があったそうです。それについてOIGが調査したということが書か

れていましたと。ちなみに、そのOIGが出した報告に対しまして、NRCから公式な反駁書が

出ております。説明はしませんが、それがまとめと処理結果、一番右の欄の下に書かれて

おります。 

 この件から、我々として非常に興味深いと思ったのは、概要のところの一番下に書いて

ある段落のところです。NRCが措置を検討すべき領域ということで、いわゆるアドバイス

と言いますか、推奨事項のようなことが発表されています。この内容が非常に検査官の活

動に対して有用な示唆を与えているのではないかと思いますので、御紹介したいと思いま

す。 

 概要のところの一番下の段落です。「①NRC検査官は、断熱材の下での腐食を特定でき

るよう訓練を受けているか。断熱材の存在が腐食特定を不必要に困難にしていないか」と。

これは非常に大きな示唆を与えておりまして、今回の事象を受けまして、NRCが、事業者

が断熱材の下の検査を十分にしていなかったのではないかということを指摘しましたが、

NRCの検査官自身もその状態を見つけることができていなかったと考えられるということ

です。もちろん断熱材の下の状況をNRCの検査官が見つけるということは不可能なのです

けども、少なくとも質問はすることができたのではないかということだと思います。いわ

ゆるquestioning attitude、質問を持つ態度ということについて訓練といいますか、練習

が必要だったのではないかということだと思います。 

 ②NRC検査手順書は十分に明確か。もしくはWD（Walk down、巡回点検）に対する工数見

積りが適切かということです。この検査につきまして、検査時間が余りにも短いようだっ

たから、それは何かおかしいのではないかということを検査官の内部で気がつかなければ

いけなかったのではないかというようなことが書いてあります。また、検査の手順書が十

分に明確ではなかったのではないかなということが書かれていますので、いろいろ検査官

の活動に役に立つのではないかと思います。そのような示唆が書かれていますので、ここ

で取り上げました。ただ、事象そのものは事業者の管理が不十分だったことですので、ス

クリーニングアウトしたいと思っています。 

 続きまして、33ページです。IRS9051Pです。これが冒頭申し上げました、フランスで見

つかった制御棒駆動装置のサーマルスリーブの不良の問題ですが、それと同じ事象がイギ
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リスのPWRでも起こったという情報です。ただ、情報は起こったという話だけで、詳しい

情報はまだありませんので、これから調査していきたいと思っています。 

 続きまして、34ページです。34ページもフランスで見つかったステンレス鋼のSCCの応

力腐食割れの問題です。その問題について、IAEAのIRSに情報が上がってきたということ

です。ここは新しい情報はありませんので省略いたします。 

 次のページ、35ページです。IRS9060Pです。これもIAEAのIRSという情報システムの情

報ですが、同じ内容が米国の事業者事象報告、LERというもので一般公開されていますの

で、その情報を基に簡単に説明いたします。 

 この事象は、真ん中に図がありますけども、ハッチングされている部分がPWRの加圧器

というものの断面です。そのPWRの加圧器の底部のところに、このようなさやのような、

スリーブというのですけども、それが刺さったような状態になっています。刺さった部分

の内面のところでJ形開先溶接というのを行っているのですけども、その部分で応力腐食

があったと。PWSCCと言われるものがあったということです。ここに割れがあったことか

ら、加圧器の中に入っていました水が、1次冷却水である水が割れから染み込んできまし

て、さやと加圧器の底部の部分の隙間のところを流れ落ちて外に漏れ出たという事象です。

右下に小さな写真があり、隙間があるのが分かると思いますが、そこから水が出てきてし

まったということです。 

 処理結果のところを読みますけども、本件は、燃料交換停止中の米国PWRにおいて、ISI、

供用中試験によるベアメタル検査で、加圧器下鏡内面のヒータースリーブ貫通孔溶接部か

らの1次冷却材漏えいを確認した事例の予備的報告である、ということです。安全性への

影響はありません。 

 原因が面白くて、PWSCCですね、PWR環境条件下での応力腐食割れですと。根本原因は、

当該スリーブを据え付けた当時（1990年）は、溶接金属として用いた82合金はSCC耐性が

高いことで知られていたが、その後、PWSCC感受性が高いということが分かって、これが

発生したということです。 

 面白い情報は、元々PWSCCの件で材料を変えましょうということで、従来使われていま

したニッケル合金、600合金というものから1990年代に690合金に替えたのですね。こうい

う材料を変えるというのは、日本でも行われました。変えた後に20年経って、やはりまた

PWSCCが起こってしまったということで、少し面白い現象かなと思っています。 

 また、この現象につきまして、作ったときの溶接が関係しているのではないかというこ
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とがあり、先ほどのフランスの事象との関連性があるのではないかと考えられますので、

もう少し調査を進めたいと考えています。 

 続きまして、76ページに飛んでいただけますでしょうか。実は、昨日検査グループから

指摘を受けまして、資料を直すことはできませんでしたが、76ページです。国内2021-28

の事象ですけれども、これは美浜3号で見つかった事象ですが、これにつきまして、新し

い情報が得られておりますので、次回の次の機会の技術情報検討会で更新情報を使って、

この件についてはスクリーン分析し直したいと思いますので、76ページは古い情報という

ことで、情報提供だけさせていただきます。 

 ここで一度切って、質問等をお受けしたいと思います。 

○遠山課長 説明ありがとうございました。 

 それでは、一旦ここで切って、御質問あるいは御意見がある方、よろしくお願いします。 

 山中委員、お願いします。 

○山中委員 山中です。 

 報告のあった中で、PWSCCの話ですけれども、言葉だけで聞くと、何か大飯であったの

と類似の事象なのかなというふうにも聞こえるのですけど、詳細はいかがでしょうか。現

時点で、分かっている範囲で、関連性と言うのですかね、熱影響部の影響なのか、材料の

影響なのか、その辺りの類似性と言うのですかね。いかがでしょう。 

○片岡専門職 残念ながら、溶接の影響ではないかというのは、1行だけ説明があるだけ

で、詳しい情報はまだありません。 

 なお、PWSCCの場合は、いわゆるニッケル合金で起こっている現象と考えられ、フラン

スの事象はステンレスですので、少し機構に違いがあるのではないかとは考えております

が、熱の影響については同じような話があるのではないかと、これはまさに推測で考えて

おります。 

 ありがとうございます。 

○山中委員 ということは、まだこれからですよね。フランスと日本の場合は、部位的に

は類似したところがありそうだという感じがしますけれども、まだこれからというところ

ですかね。 

○片岡専門職 技術基盤、片岡です。 

 おっしゃるとおりです、これからです。 

○山中委員 ありがとうございます。 
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○遠山課長 金子対策監、お願いします。 

○金子対策監 ありがとうございます。今の報告に関連して、追加の情報です。 

 4月に、日本がオブザーバーで参加をしており、私が出席していますWENRA、ヨーロッパ

の規制者たちの会合で、ASNから今話題になった案件について情報共有がありました。 

 幾つか、ASNのほうから写真や、分析結果みたいなものも共有をされているものがその

場ではありまして、オープンではないのでここでは共有はできないのですけれども、山中

委員から御指摘があったように、大飯の3号であった加圧器スプレイ配管のひび割れと類

似をしている部分もありますし、場所的にはもうちょっとクラックそのものが熱影響部よ

り遠いところみたいな形に見えている、というようなこともあって、全く同じということ

もないのですけれども、いろいろ共通点はありそうだということで、その際に、以前から

大飯の3号機の事象についても、日本側から情報共有はしていたのですけれども、改めて

大飯の3号についての我々なりの見解とか、事象の概要なりも共有をしたところ、フラン

スはもちろんですけれども、ほかにオランダとかオーストリアとか、幾つかのところから

関心を持って、質問をいただいたり、追加の情報をくださいというような話がありました

ので、こういう活動は非常に意味があるということの表れだと思いますし、類似の案件が

どこまで類似なのかというのを追いかけていくというのも非常に大事なことかと思います

ので、既に森田審議官の差配の下で、フランスとは情報共有をしていると承知をしていま

すので、そういう活動も続けていく必要があるかなと思っております。 

 本件は以上です。 

○山中委員 ありがとうございます。 

○遠山課長 ありがとうございました。 

 先ほど武山安全規制管理官が手を挙げていたような気がするのですが、いかがでしょう

か。 

○武山安全規制管理官 ありがとうございます。実用炉監視部門の武山です。 

 先ほど片岡専門職から、次回更新したものを紹介しますと言われた、76ページの非常用

ディーゼル発電機の定期試験中における自動停止におけるLCO（保安規定における運転上

の制限）の逸脱の件ですけれども、これは5月18日に規制検査の報告をした際に報告した

ものですけれども、そこで言ったとおり、この76ページの資料が古くてですね、当初、偶

発的な事象だというふうに言われていたということで、それに基づいて書かれているもの

なのですけれども、基本的にはこれは偶発ではなくて、結果としては自動同期併入装置の、
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いわゆるシーケンス間違いということでしたので、そこについては、既に実はNUCIA（原

子力情報公開ライブラリー）もアップデートされていますので、それに沿って、新たに修

正されたものが次回出てくるというふうに理解をしています。 

 以上です。 

○遠山課長 どうもありがとうございました。 

 そのほか、何かございますでしょうか。 

 金子対策監、お願いします。 

○金子対策監 ありがとうございます。別の件で、先ほど御紹介のあった通しの32ページ

にあった、NRCの検査官の活動に対するインスペクタージェネラルの監査的な話でありま

すけれども、書いてあることは非常に理解をするものであり、かつ、日本でもそういうこ

とを問い続けていかなければいけないのだろうなという感じを受けました。 

 ですから、この事象そのものがどうこうということではないと思いますけれども、監察

総監室のほうが問題意識を持った、先ほどの概要の下にあった①～⑤までの項目と、それ

に対するNRC側の対応というか、反応が、一番右側のまとめと処理結果の下に幾つか書い

てあって、いや検査官はちゃんとしていますという、簡単に言うとそういうことですけれ

ども。 

 私が、以前からずっとアメリカの検査官の問題意識とか何に着目しているか、もちろん

アメリカに実際に行った職員はよりよく知っていると思いますけれども、聞いている範囲

でも、この右側に書いてあることは、そのとおりなのだろうなと。直接見なくても、そう

いうことに問題意識を持って、検査官が検査をしているということは読み取れたので、余

りこれ自体が心配だということではないのですけれども、日本の検査官もそういうNRCの

ROP（原子炉監督プロセス）を一つのモデルにした検査を今していますから、是非こうい

うことを一つの気づきとして、もう一度改めて自分たちの見る目とか問題意識とか、こう

いうことに感度を高く仕事をしているかなということをしっかりと振り返る、いい機会の

情報だったのではないかと思います。 

 これは、案件として規制に取り入れる云々というよりも、検査官の問題意識の継続的な

改善というか、継続的にそれを高めていくという案件として、是非ノートしていただいた

らと思っています。 

 以上です。 

○遠山課長 どうもありがとうございました。 
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 そのほか、いかがですか。 

 武山安全規制管理官、お願いします。 

○武山安全規制管理官 実用炉監視部門の武山です。 

 金子対策監、ありがとうございます。本件に関しては、検査官会議を6月の終わりぐら

い、23日から24日辺りにするのですけれども、そこでこの本件に関しても、検査官の中で

意見交換をしたいと思っています。 

 また、その検査官会議には、以前から、新検査制度導入において、いろいろと協力して

いただいているNRCの検査官にも参加していただいて、これについて意見交換したいと思

っています。 

 以上です。 

○遠山課長 どうもありがとうございました。 

 市村部長、先ほど手を挙げていたかと思うのですが。 

○市村部長 すみません、ありがとうございます。市村です。 

 サーマルスリーブの問題が、イギリスでも発見されたという話があります。33ページで

すか。最近の記憶が曖昧でしたけど、フランス、米国とかで議論があって、日本でも過去

にもありましたけれども、少しずつ炉型とか条件が特定されてきて、国内では余り心配な

いのかなというふうに認識していたのですけれども、今回イギリスのサイズウェルでまた

見つかったことで、追加の懸念材料が把握できているのか、あるいはその条件がまた変わ

ってきたとか、少し追加の情報があるのであれば、お教えいただきたいと思いますけれど

も、まだ入手されていないということであれば、それはそれで結構ですが、もし何かあれ

ばお願いします。 

○片岡専門職 技術基盤、片岡です。 

 イギリスのサイズウェルBの情報については、これ以上の情報はございません。 

 それから、最初に市村部長がおっしゃられたことは、そのとおりでございまして、サー

マルスリーブの話は、元々フランスの話と米国の話と2種類ございました。米国のほうは

それが起こる原子炉がほぼほぼ特定されておりまして、その原子炉の中に日本のものはリ

ストされていないということで、米国の事象は日本では関係ないというところまではきて

います。 

 ただ、フランスの事象については、基本的にサーマルスリーブの固定の仕方が、日本の

プラントはフランスタイプと違っていますので、起こりづらいだろうというところは確認
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しておりますけれども、いかんせんまだフランスから原因の情報が来ていませんので、そ

れを待っている状態でございます。 

○遠山課長 石渡委員、お願いします。 

○石渡委員 今説明のあったもの以外でもいいですか。 

○遠山課長 はい、どうぞ。 

○石渡委員 56ページに、IRS9043という、フランスの地震に伴って原子炉を止めたとい

う話があり、ここの概要に書いてある数字と、処理結果に書いてある数字が違っているの

ですけど。概要のほうでは、建屋で測定された最大加速度は……。 

○遠山課長 すみません、石渡委員、概要の部分は非公開情報ですので、言及はもう少し

配慮していただけたらと思います。右側の処理結果はオープンです。 

○石渡委員 その処理結果と概要に書いてある数字が違うのですけれども、これはこれで

いいのですか。最大加速度の数値が違っていますよね。 

○片岡専門職 すみません、ちょっと確認させてください。後ほど御連絡いたします。 

○遠山課長 そのほか、何かございますでしょうか。 

 技監、お願いします。 

○櫻田技監 規制技監の櫻田です。 

 中身の話ではなくて情報源の話なのですけど、例のディアブロキャニオンの話は情報源

がOIGで、通常ここまで目を光らせているのでしたっけというのがあるのですけど、29ペ

ージに1次スクリーニング結果の表があって、種類というところにはOIGはなくて、多分そ

の他というところに入っているのだと思いますけど、いろいろと目を光らせて取り上げて

いただくのはよろしいことだなと思ったので、一言ありがとうございましたということで、

メンションしました。 

○片岡専門職 技術基盤課、片岡です。 

 ありがとうございます、29ページ左側に情報源が一覧で載っておりますけれども、ここ

にないものでも、新聞等で話題になったものは取り上げるようにしております。 

○遠山課長 そのほか、よろしいでしょうか。 

 もしよろしければ、まだ議題が残っておりますので、残りの説明を片岡専門職からお願

いしたいのですが。 

○片岡専門職 分かりました。技術基盤課、片岡です。 

 通しの103ページに飛んでいただけますでしょうか。資料番号53-2-5です。タイトルは、
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原子力発電所における蓄電池の劣化に関する国際調査結果です。 

 本報告は、 OECD/NEA傘下の原子力施設安全委員会の作業会である電源系統作業会

（WGELEC）が最近まとめた直流電源系統に関する技術報告書の概要をまとめたものです。

その内容を受けまして、こちらのほうで調査をしたものを、調査した結果を加えて、今後

の対応を検討したものです。 

 まず、技術報告書の概要をお話ししますけれども、背景として、このWGELECの作業会で、

この直流電源系統に関する調査を行ったのですけど、そのリーダーは日本でございまして、

原子力規制庁のメンバーがリーダーとして、この案件を進めたものでございます。 

 103ページの所見です、まず結論のところを説明します。所見の1番、現行の所内蓄電池

の製品サイクル、設計認証して、据え付けて、試験をして検査をして、寿命が来るようで

したら交換するということについては、メンバー国ごとに大きな違いはないと。国内もし

くは国際的に策定されたガイダンスに従っていますと。有名なのはIEEEの規格です。 

 2番です。ほとんどのメンバー国で、ベント型鉛蓄電池が使用されていると。これはい

わゆる普通の鉛蓄電池です。 

 3番です。容量試験、Capacity testと呼ばれているものですけれども、別名、放電試験

という言い方もします。その容量試験の実施間隔は数年以上、5年とか10年と長いので、

その間を補完する上で、連続監視や定期目視点検などが必要ですよということを言ってお

ります。 

 4番です。蓄電池が関わる事象の多くは、種々の劣化メカニズムによる内部の割れが影

響しているということです。 

 5番です。NPPというのは原子力発電所です。原子力発電所では、一般に劣化の兆候や問

題が現れる前に蓄電池を取り替えるという、保守的な交換基準を設けているというのは、

一般的に得られた調査結果です。 

 それを受けて、次のページに推奨事項が発表されています。 

 まず1番、事業者が新しく蓄電池を調達する場合は、腐食劣化問題に焦点を置くべきで

あると。蓄電池の寿命を保証するように、材料と製造の品質管理がなされているかどうか

をよく確認しなさいということです。 

 2番目です。急速充電サイクル、急電池を充電する場合に、急速に充電するというやり

方があります。その急速充電サイクルというものを用いた場合は、熱が発生します。発す

る熱によって蓄電池の寿命は著しく劣化することを、事業者は考慮しなければならないと
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いうことです。 

 申し遅れましたが、蓄電池が劣化するというのは、いわゆる持ち時間が短くなっていく

という意味です。例えば、スマホなどで1日持っていたのが、いつの間にか半日しか持た

なくなったというようなことを指しています。 

 3番です。ベント型蓄電池の運転経験によれば、ほとんどの問題は既知であると。起こ

っている問題はよく知られた問題ばかりですよと。蓄電池セルの不良早期発見を可能にし、

先行管理型の蓄電池交換を行えるよう、事業者は月例の目視検査と、2から5年間隔の定期

容量試験を検討すべきであると。ここでは具体的に数字を出して、2から5年間隔の定期容

量試験を検討すべきだという推奨が書かれています。 

 4番です。高信頼性が求められる直流電源系統では、蓄電池とその関連機器、特に充電

器ですね。充電器の多様性と書かれていますが、信頼性です。信頼性を維持向上すること

を考慮すべきであるということです。こういうような推奨事項が出ておりますので、国内

ではどういう状況なのかということで、国内並びに世界の状況はどうなのかということで、

こちらのほうで調査しましたのが、第2章です。技術基盤課による調査です。 

 2.1で、蓄電池・充電装置の劣化事象と。まず、IAEAのIRS、情報報告システムを使って、

2000年以降に発生した蓄電池関係の劣化現象をキーワードで検索いたしました。その結果

見つかったのが、表1にあります3件でございます。そのうちの一番上、8468というものが

先ほど1次スクリーニングのところで紹介しましたIRS情報でございます。 

 実は、話の順番が前後するのですけども、この報告書を見て、調べて、8468が見つかっ

たものですから、以前にスクリーンアウトした8468を再分析しまして、2次スクリーニン

グにもっていくというようなことをした次第でございます。 

 次のページです。105ページです。そのような蓄電池の動作可能性というものは、保安

規定で確認しているはずですということで、日本の保安規定で、蓄電池に関係するサーベ

イランス要求というものはどうなっているかということを調査しましたと。参考とするた

めに、米国の保安規定、米国の場合は技術仕様書、テックスペックといいますけれども、

そちらとの比較検討いたしました。なお、国内では、蓄電池の保全や試験に直接言及する

規制ガイドはありませんが、米国にはございます。 

 また一方、日本では民間規格ではJEM1431というのが使用されています。米国では、規

格はIEEE450というのが使われていますということです。 

 表2を御覧ください。表2が、日米の保安規定の比較になっております。 
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 まず1番目の行です。BWRのところを読みますけれども、技術GMは定期検査において直流

電源の機能を確認するということが書かれています。これに対しまして、米国では細かい

規定が書かれています。ここは、書き方は違いますけど、していることはほぼほぼ一緒で

す。ただ、若干違いがありますのは、国内では蓄電池の全体として見ていますけれども、

米国ではセルごとですね。蓄電池というのはセルを積層した形になっていますけれども、

セルごとに見ているという違いがあるようでございます。 

 2番目です。2番目は、日米同じです。書いてありますのは、原子炉の状態が運転、起動

および高温停止において、[3系列]の蓄電池および充電器について、浮動充電池の蓄電池

電圧が[126Vc]以上であることを1週間に1回確認するということです。これは日米同じこ

とが書かれています。 

 3番目です。3番目は、実は、日本のほうには規定がございません。米国のほうでは[18

か月]ごとに、最小浮動充電電圧以上で[4時間]以上、充電器が[発電所共用系用は400A、

DG（ディーゼル発電機）系用は100A]以上供給することを確認するということで、充電器

の性能を確認するということが保安規定に書かれていますが、日本では書かれていません。 

 次のページに行ってください。次のページの上も、日本には直接規定はありませんので、

米国の規定を読みます。[18か月]ごとに、蓄電池供用試験、サービステストといいますけ

れども、供用試験における設計負荷サイクルで要求される非常時負荷を蓄電池容量が供給

を維持するに十分であることを確認するということで、これは充電池のサイクルです、サ

イクルに合わせた能力試験を定期的に行いなさいということが書かれています。これにつ

きまして、国内では保安規定にはありません。ただ、JEMのほうには規定があります。そ

れは想定負荷放電試験と呼ばれています。ただし、この想定負荷放電試験は、工場試験時

にしなさいとなっていまして、発電所に据え付けた後に定期的にしろというような要求は

ございません。 

 一番下が、今回の問題点でございます。これも、日本には保安規定はありません。米国

のほうを読みます。「[60か月]ごとに、ただし、期待蓄電池寿命の[85％]に到達しかつ容

量が製造者定格の100％未満は12か月ごとに、期待蓄電池寿命の[85％]に到達しかつ容量

が製造者定格の100％の場合は24か月ごとに、性能放電試験または改良放電試験の際に、

蓄電池容量が製造した定格の[80％]であることを確認する」と。 

 基本的に5年ごとに放電試験、いわゆる容量試験をしなさいと書いています。ただし、

電池の寿命の85％、例えば10年の寿命のものだったら8.5年たったら、初期の電圧に応じ
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て、電圧がへたっているようだったら1年ごとに、電圧がへたっていなかったら2年おきに

検査しなさいということが書かれています。これにつきましては、日本のほうは、保安規

定には書かれていません。 

 なお、JEM、民間規格のほうには、容量試験を工場試験でしなさいと書いてあります。

それから、蓄電池の使用年数が想定寿命の60％以降になったらすることが望ましいと書か

れています。想定する寿命が10年だったら、6年たったら容量試験等をしたほうがいいで

すよとは書いてありますけど、義務化はしていないということです。というような違いが

あることが分かりました。 

 念のために、107ページの第2段落を御覧ください。第2段落、2行目です。今、日本では

容量試験をしていませんというような話をしましたけれども、一応、原子力規制庁による

実用発電用原子力施設に係る新規制基準対応で行っています使用前検査というものがあり

ますけれども、そこでは蓄電池に関する外観試験と系統運転性能検査というのは行ってい

ますので、容量試験に関係するものを全然していないというわけではありません。 

 ただ、発電所で定期的にするということは、少なくとも規定上には書いていないという

ことが分かりました。 

 次のページは省略させていただきます。 

 108ページの3の今後の対応の所に行きたいと思います。原子力情報公開ライブラリーで、

実際に、日本で蓄電池の問題が起こっているかどうかを検索しました。NUCIAでは、原子

力発電所だけではなくて、原燃のサイクル施設、燃料サイクル施設の情報も載っています

ので、それも併せて調査しました。ただ、検索した限りでは、異常報告は1件も見つける

ことができませんでした。ということから、国内の原子力発電所及び原燃サイクル施設で

は、安全関連の蓄電池の劣化問題は、顕在化はしていないと思います。ただ、潜在的なも

のがあるかどうかは、まだ分かりません。 

 それから、先ほど言いましたように、原子力規制庁による使用前検査で蓄電池の系統運

転性能検査が行われていますので、直ちに蓄電池に何か問題があるということにはならな

いと思います。けれども、冒頭申し上げました技術報告書で示された四つの推薦事項は、

日本でどうなっているのかということは確認する必要があると考えています。また、それ

らの推奨事項は、原子力発電所に限らず、安全関連電源に蓄電池を使用しているその他の

原子力施設にも関わるので、それらの施設についても状況を確認したいと考えています。

以下の四つの項目を調査、確認したいと思っています。調査のやり方はいろいろあります
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けども、例えば聴取するということも考えられます。 

 1番目です。国内では蓄電池の腐食劣化問題は報告されていませんけれども、念のため、

従来型及び非従来型蓄電池の腐食劣化問題や関連する品質管理問題の有無を確認する必要

があると。これは、新規制基準対応で、非従来型の電池が用いられるようになってきてお

ります。そこの部分は、少なくとも私は余り情報を持っておりませんので、確認したいと

思っています。 

 それから、2番です。国内NPPでは通常、浮動充電もしくは均等充電が実施され、急速充

電は実施されていないということになっています。また、急速充電に係るトラブル報告も

ありませんけれども、実態としてどうなっているのか調査する必要があると思います。そ

れから、本日は報告が間に合いませんでしたが、最近は、安全系ではないのですけれども、

リチウムイオンバッテリというものが使われるようになってきています。リチウムイオン

バッテリは、劣化すると火事が起こるということが知られておりますので、火災防護の観

点から、少し確認する必要があるのではないかなと考えています。リチウムイオン電池も

急速充電で劣化するということは知られていますので、注意が必要かなと思います。 

 3番です。国内原子力発電所では、2から5年間隔の定期容量試験は、標準的な保安規定

においてもJEM規格においても要求されていません。また、NPP据付後の蓄電池能力を確認

するための定期供用試験というものも規定されていませんということなので、それをしら

ないで、蓄電池をどのように、劣化評価して交換しているのかというところの実態を調査

する必要があるかなと思います。余り予断をもって調査したくありませんが、国内では恐

らく寿命よりもはるかに短い間隔で交換しているのだと思います。 

 4番です。国内原子力施設における蓄電池とその関連機器の信頼性向上に向けた取り組

みについて確認する必要があるということです。これは冒頭申しましたように、充電器の

ほうも確認が必要ではないかと思うのですけれども、そこの実態を調査する必要があるか

なと考えているところであります。 

 以上です。 

○遠山課長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問あるいは御意見などあればお願いします。 

 山中委員、お願いします。 

○山中委員 ありがとうございました。 

 直流電源のいわゆる劣化評価というのですかね。この辺りが、かなり米国と国内で違う
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ということがよく分かったのですけど、発生する電圧を1週間に一遍チェックすることと、

いわゆる容量を確認することと、やはり両方必要だというのは、米国の考え方なのでしょ

うか。 

○片岡専門職 技術基盤課、片岡です。 

 おっしゃるとおりです。両方必要だというふうに言われています。日本では最初の状態

だけ確認していますけれども、減り具合は確認していないということです。これは日頃、

使っていますスマートフォンを見ても分かりますように、朝100％の状態であるのを確認

しても、夜になったときの状態がどうなっているかは分からないので、やはり減り具合を

試験等で確認する必要があるというのが米国の考え方だと思います。 

○山中委員 例えば、容量試験とか想定負荷試験をすると劣化が早まるから、あえて避け

ているというわけではないのでしょうか。 

○片岡専門職 技術基盤課、片岡です。 

 実は私は、元々メーカー出身ですが、メーカーではそのような話をしておりましたが、

最近の実態については確認する必要があると考えております。 

○山中委員 私の問題意識としては、やはりディーゼル発電機の案件のときもそう思った

のですけど、やはり実態に即した何か試験を、それ相応の期間にしないと、本当に働くか

どうかというのは心配だなというのは、直流電源についても同じことを言えるかな。特に

安全系。バッテリはたくさん使われていると思うのですけど、むしろそういう火災の原因

等、いわゆる他の悪影響がないかどうかというのは、きちんと調べておく必要があるかな

と思うのですけど。特に安全系については、本当に使えるのか、わざわざ三つも用意して

いるのに使い物にならないというような話ではやはり困るので、使えるような電源である

ことをきちっと事業者が調べる必要があるのかなと。幸いにして、今のところ、故障の報

告事例というのかな、それはないということですよね。 

○片岡専門職 技術基盤課、片岡です。 

 ないといいますか、検索したら見つからなかったということです。ただ、あるかもしれ

ません。 

 いずれにしても、委員の御指摘のように、非常に重要な問題と考えておりますので、調

査・分析をしっかりしていきたいと思っております。 

○山中委員 是非これはしっかりと調べていただいて、事業者全体ときちんと議論しない

といけないところかなと。 
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 DGについては自主的に試験をしていただいて、余り思わしくない結果が出てきているの

で、やはり電源系はせっかく拡充しているところですし、しっかりと原子力規制庁として

も調べていただいて、必要とあれば事業者と議論していくことが必要かなというふうに思

っていますので。 

 すぐさま何か規制基準にということは思いませんけれども、まず詳細な調査をしていた

だけますでしょうか。お願いします。 

○片岡専門職 分かりました。 

○山中委員 私からは以上です。 

○遠山課長 森下審議官、お願いします。 

○森下審議官 森下です。 

 基本的な質問ですけれども、107ページに試験の表があるのですけれども、放電試験と

いうのは、具体的にはどんな試験なのでしょうか。劣化との関係でどういう試験か知りた

いので、もう少し詳しく教えていただければありがたいです。 

○片岡専門職 技術基盤課、片岡です。 

 私も詳細は把握しておりませんけれども、放電試験というのは、バッテリにある程度の

負荷をかけて、少し多めの電流を流して、蓄電池の電圧がだんだん減っていくのを測定す

るということで、その減りの速度を見て、寿命がどれくらいかというのを評価するための

試験と考えています。 

 それから、続けて申し上げます。供用試験というのは、充電したり放電したりするのを

繰り返す、実際に使う状況を模擬した形で試験をするというもので、蓄電池の能力を測定

するものと聞いております。 

 その真ん中に改良性能放電試験というものがありまして、これは性能放電試験と供用試

験の両方を一遍で見ることができる試験だそうです。申し訳ありません。この具体的な方

法までは、まだ把握しておりません。 

○森下審議官 片岡専門職、ありがとうございました。充電とか放電を繰り返すというこ

とは、やはりバッテリに負荷をかけて、劣化を少し加速させるような試験かなというイメ

ージは持ちました。ありがとうございます。 

○遠山課長 そのほか、いかがでしょうか。 

 佐藤審議官、お願いします。 

○佐藤総括審議官 総括審議官の佐藤です。 
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 今、お話を聞いていて、蓄電池をそうやって使う場面として、先ほど例えば山中委員が

おっしゃったように、非常用ディーゼルとかあると思うのですけど、原子力に限らず、こ

ういった非発（非常用発電機）を使っている代表例として病院とかあると思うのですよね。

あれもやはり電気なくなったら命に関わるからといって、そういった非常用ディーゼル、

非発がちゃんと動くようにと。その際に、当然のことながら直流電源ということでありま

すから。 

 何を申し上げたいかというと、これから調査をされるということですけど、原子力に限

らず、そういった、そもそも規制として非発を設置するときに、こういった直流電源がち

ゃんと起動するのかどうかという観点で、本当に規制がないのか、あるいは、もしかする

と業界の自主基準みたいなのがあるのかといったことも、我が国の事情として調べられた

らいいのかなというのは思いました。 

 特に、日本みたいに地震ですぐ停電が起きそうだとかいうようなところでは、その辺り

は、もしかすると別に規制しているのかなと思ったというところであります。 

 以上です。 

○遠山課長 そのほか、いかがでしょうか。 

 技監、お願いします。 

○櫻田技監 規制技監の櫻田です。 

 質問が二つあります。一つは、この冒頭に描かれている。NEAのレポートというのは、

参考情報という文献リストを見ると、21年9月の時点のドラフトと書いてあるのですけど、

これはまだ発行されていないということですかというのが一つ。 

 もう一つの質問は、同じく文献リストに、IEEEの450というのがあって、このタイトル

を見ると、蓄電池一般みたいな感じになっていて、特に原子力に限った話ではないよねと

いうふうに読めるのですけど、そういう理解でいいですかという、この二つの質問です。

お願いします。 

○片岡専門職 技術基盤課、片岡です。 

 ありがとうございます。最初の質問は、確かに、まだNEAの技術報告書はまだ発行され

ておりません。ただ、その内容につきまして、OECDの事務局に公開していいかと問合せし

まして、その了解が得られております。 

 それから2番目です。おっしゃるとおり、IEEEの450は（据え置き型）蓄電池一般の規格

です。 



 

42 

○櫻田技監 ありがとうございました。 

 NEAのレポートは、そうすると、まだ発行はされていないけど、今後修正されるとかと

いう状況は、もうなくなっているという、そういう理解でいいでしょうか。 

○片岡専門職 原子力規制庁の職員もWGELECのメンバーになっておりまして、リーダーも

原子力規制庁の職員ですから、この技術報告書の内容につきましても、CSNI（原子力施設

安全委員会）の承認を得られております。ですので、誤植等のものを除いて、変更はない

と考えております。 

○櫻田技監 分かりました。 

○遠山課長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 技術基盤課の私から言うのも何ですけれども、この報告では、最後に事業者からの状況

の調査をしたいということで書いているのですけれども、これはどちらかというと、ここ

の技術検討会で御承認いただいて、原子力規制庁として進めたいという趣旨を、いささか

勇み足で書いているところがあると思いますので、できましたら、検査部門の皆様の御助

力をお願いしたいというふうに思います。 

 それでは、全般を通して、今日何か最後に申し上げたいというようなことがあれば、お

願いをいたします。 

 山中委員、お願いします。 

○山中委員 1点だけ。話題には上らなかったのですけど、またモバイルの不具合が報告

されているのですけれども、まだ運転を開始していないプラントで多々発生をしているよ

うなので、やはりこの辺り、少し検査のほうでも気に留めて見ていただけるといいかなと

いうふうに思います。とにかく運転していないプラントなので、安全上どうのこうのとい

う問題ではないですが、せっかく設置しているのにこういう不具合があるというのは、や

はり余り好ましいことではないので、こういうことのないように、検査のほうでも目配り

をしていただければよろしいかなというふうに思います。 

 私から以上です。 

○遠山課長 どうもありがとうございました。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 武山安全規制管理官、お願いします。 

○武山安全規制管理官 実用炉監視部門の武山です。 

 山中委員が言われたモバイルの件というのは、ごめんなさい、何かなというのがちょっ
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と分からなかったものですから。 

○山中委員 101ページですね。 

○武山安全規制管理官 了解しました。ガスタービン発電機車ですね。 

○山中委員 はい。この類の話が結構あるので、すみませんけど、心に留めておいていた

だければと。 

○武山安全規制管理官 分かりました。 

○遠山課長 そのほか、よろしいでしょうか。 

 それでは、本日も長時間にわたりましたけれども、前半は、自然ハザードについて6件

の報告をさせていただきました。地震動の評価や断層の活動の予測、火山の活動史、それ

から火山の地下の調査等に係るものでございまして、幾つかコメントをいただいて、報告

の仕方や記載については、少し改善の余地があるのではないかというのが一つ。 

 それから、もう一つは、地震推進本部や気象庁などのような外部機関の活動をやはりよ

くフォローしていくということが必要であろうということだったと思います。 

 また、今日の中で、原子力規制庁内で調査をした部門から審査、あるいは検査をしてい

る部門への情報の提供の仕方について工夫を考えるようにという御指摘をいただいており

ます。 

 事故トラブル情報につきましては72件の案件を分析し、そのうち4件を2次スクリーニン

グとするとしております。議論幾つかございましたけれども、やはりSCCの問題について

は注意を払っていきたいというようなこと、それから、幾つか質問に本日答えられること

ができなかったものについては、後日調べて、回答を差し上げたいと思います。 

 また、引き続き、この調査分析をしていく部分ですね、最後の御指摘にありましたよう

な、可搬型設備の状況などのフォローもしっかりするようにという御指摘をいただきまし

た。 

 これをもちまして、本日……。 

 すみません。技監お願いします。 

○櫻田技監 確認ですけど、川内安全技術管理官の説明した資料の文章について、石渡委

員から直したほうがいいのではないかというコメントがあったのですけど、あれは直した

ものをまたホームページアップし直すということになるのですか。 

○川内安全技術管理官 地震津波担当、川内です。 

 今おっしゃったようなことで対応を考えています。 
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○遠山課長 失礼しました。 

 それでは、本日の議論は以上でございます。 

 これで本日の議論、全て終了いたしましたので、これで第53回技術情報検討会を終了い

たします。皆様どうもありがとうございました。 


